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会 議 録 

会議の名称 令和元年度第 9回西東京市選挙管理委員会 

開 催 日 時 令和元年 9月 2日（月）午前 10時 00分から午前 10時 20分まで 

開 催 場 所 西東京市役所保谷庁舎別棟 西東京市選挙管理委員会打合せ室 

出 席 者 
曽根原良仁委員長・上原敏彦委員長職務代理者・岩越笙子委員・中江滋秀委員 

菱川勝也事務局長・岡野昌司係長 

議   題 

議案第 23 号 令和元年 9 月 1 日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登

録）の決定について 

議案第 24号 西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について 

議案第 25号 西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

議案第 26号 裁判員候補者予定者の選定について 

議案第 27号 検察審査員候補者予定者の選定について 

そ の 他 

会 議 資 料 

の 名 称 
上記「議題」と同じ 

記 録 方 法 □全文記録 ☑発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会 議 内 容 

〇 委員長 

定刻となりましたので、ただいまから令和元年度第 9 回西東京市選挙管理委員会を開催

いたします。 

本日の議案は５件及びその他でございます。 

始めに、議案第 23 号『令和元年 9 月 1 日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登

録）の決定について』を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

 それでは議案第 23 号『令和元年 9 月 1 日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登

録）の決定について』を御説明いたします。 

議案書の１ページをお開きください。 

 本案は、公職選挙法第 19条（永久選挙人名簿）第２項の規定に基づき、選挙人名簿を調

製・保管するために御決定をいただくものでございます。また、本年９月１日が土曜日であ

るため、公職選挙法 22条第１項及び平成 30年度第４回西東京市選挙管理委員会における

議案第 12号の決定により、本日御決定をいただき登録するものでございます。 

  ２ページを御覧ください。 

各投票区別に登録者数を調製し資料としております。 

資料の内容につきましては、左から、各投票区等の別、前回登録者数、市内転居、抹消者

数、新規登録者数、今回登録者数となっております。 

市内転居については、市全体としては増減がありませんので、合計欄は 0 人となってお

ります。抹消者は、転出後 4か月を経過するに至った者、死亡及び職権消除、在外選挙人の
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出国時登録申請に基づく移し替えによる抹消（または「及び在外選挙人名簿への登録移転者

等」）を計算しております。 

新規登録者は、住所要件として令和元年 6 月 1 日以前に転入届出を行った者、年齢要

件として平成 13 年 9 月 2 日以前に出生した者、その他住所設定、帰化等を計算しており

ます。 

表の右下の合計欄を御覧ください。令和元年 9 月 1 日現在の定時登録者総数は、男性が前

回より 36人増、女性が前回より 138人増、合計で 174人増となり、男性 82,026人、

女性 87,941人の計 169,967人となるものでございます。 

  以上で議案第 23号『令和元年 9月 1日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）

の決定について』の説明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

〇 各委員 

  特になし。 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 23 号『令和元年 9 月 1 日現在の西東京市選挙人名簿登

録者数（定時登録）の決定について』は、この案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 24号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』と、議案

第 25号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』を議題といたし

ます。この２件は、関連いたしますので、一括で事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

それでは、議案第 24号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』を御

説明いたします。 

３ページを御覧ください。 

  本案は、公職選挙法第 30 条の 6（在外選挙人名簿の登録）第 1 項の規定に基づき、西

東京市在外選挙人名簿に登録されるものでございます。 

 西東京市選挙管理委員会委員長に対し在外選挙人の登録申請をした者の内、昨日までの間

に登録の資格を有することが確認された者で、議案書の 4 ページに記載の男性 3 人、女性

1 人の計 4 人が、新たに西東京市在外選挙人名簿に登録されます。該当者の氏名や国内で

の最終住所、国外の滞在国等の詳細につきましては、議案書に記載しておりますので御覧い

ただければと思います。 

 続けて議案書の 5 ページをお開きください。議案第 25 号『西東京市在外選挙人名簿から

登録抹消される者の決定について』を御説明いたします。 

 本案は、公職選挙法第 30条の 11（在外選挙人名簿の登録の抹消）の規定に基づき、西東

京市在外選挙人名簿から登録抹消されるものでございます。 

内容といたしましては、議案書の 6 ページに記載の男性 1 人、女性 2 人の計 3 人が、

登録抹消の要件に該当するに至ったことにより抹消となるものでございます。氏名や国内で

の最終住所、帰国後の住民登録の内容等の詳細につきましては、議案書に記載しております
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ので御覧いただければと思います。 

今回の登録及び抹消により、西東京市在外選挙人名簿に登載されている人数は、男性 89

人、女性 104人、計 193人となります。 

以上で、議案第 24号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』及び議

案第 25号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』の説明とさせ

ていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

〇 各委員 

  特になし 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 24号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定に

ついて』と、議案第 25 号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定につい

て』は、この案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 26号『裁判員候補者予定者の選定について』を議題といたします。 

事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

それでは、議案第 26号『裁判員候補者予定者の選定について』を御説明いたします。 

７ページを御覧ください。 

本案は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づき、裁判員候補者予定者を選定す

るものでございます。 

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第 21条において、市町村の選挙管理委員会は、

選挙人名簿に登録されている者の中から、裁判員候補者の予定者として、管轄する地方裁判

所からの通知に係る員数の者をくじで選定しなければならないと規定されており、選定した

裁判員候補者予定者について、選挙人名簿に記載されている氏名、住所及び生年月日を記載

した裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならないと規定されています。 

この裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク等をもって調製することができる規定にな

っております。 

東京地方裁判所立川支部から、西東京市の裁判員候補者として 215人が割り当てられた

旨の通知と、名簿に記載される者の本籍地の照会がきております。 

西東京市においては、裁判所から配布された名簿調製プログラムという専用の選定システ

ムをインストールしたパソコンにより実行することといたします。 

本日選定する裁判員候補者予定者は、令和元年 9 月 1 日現在の先ほどお認めをいただい

た選挙人名簿（定時登録）のデータを基にしております。 

なお、公職選挙法の改正により選挙権年齢が引き下げられ、選挙人名簿に登録されていま

すので、18歳以上の方が裁判員候補者予定者に選定される可能性があります。ただし、公

職選挙法の一部を改正する法律附則第 10条により、当分の間地方裁判所は、候補者名簿を

調整した際に翌年１月１日時点で 20 歳未満の者は削除しなければならないことが定めら
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れており、したがって、実際の裁判員は 20歳以上でないと選任されませんので申し添えま

す。 

御承認をいただけましたら、委員会を代表して委員長にパソコンの実行キーを押していた

だき、裁判員候補者予定者を選定いたします。 

以上で、議案第 26号『裁判員候補者予定者の選定について』の説明とさせていただきま

す。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

〇 各委員 

  特になし 

 

〇 委員長 

特にないようですので、裁判員候補者予定者の選定を行います。 

 

*****委員長が選定システムの実行キーを押下***** 

 

〇 委員長 

選定が終わりました。議案第 26号『裁判員候補者予定者の選定について』は、以上のと

おり決定いたします。 

 

〇 事務局 

委員長には西東京市裁判員候補者予定者選定規程により選定録への署名をお願いいたし

ます。 

選定したデータについては、さっそく裁判所へ送付いたします。 

 

〇 委員長 

次に、議案第 27号『検察審査員候補者予定者の選定について』を議題といたします。事

務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

それでは、議案第 27 号『検察審査員候補者予定者の選定について』を御説明いたしま

す。 

８ページを御覧ください。 

本案は、検察審査会法に基づき検察審査員候補者予定者を選定するものでございます。 

検察審査会法第 10条において、市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されてい

る者の中から、検察審査員候補者の予定者として、管轄する検察審査会事務局からの通知に

係る員数の者をくじで選定しなければならないと規定されており、選定した検察審査員候補

者予定者について、選挙人名簿に記載されている氏名、住所及び生年月日を記載した検察審

査員候補者予定者名簿を調製しなければならないと規定されています。また、この検察審査

員候補者予定者名簿は、磁気ディスク等をもって調製することができる規定となっておりま
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す。 

なお、検察審査員候補者は、その分担する時期により、第１郡から第４郡までに分けられ、

それぞれの割当人数が管轄する検察審査会事務局から通知されます。 

東京都立川検察審査会事務局から、西東京市に対する検察審査員候補者といたしまして第

１郡が５人、第２郡が５人、第３郡が５人、第４郡が４人の計 19人が割り当てられた旨の

通知と、名簿に記載される者の本籍地の照会がきております。 

本日は、先ほど選定が終了した裁判員候補者予定者と同様に、令和元年 9 月 1 日現在の

選挙人名簿のデータを基にしてパソコンによる選定を行います。 

  具体的な抽出の方法は、第１郡から第４郡の合計員数 19人を１回のくじで選定し、送付

用ファイルを電子データで作成して検察審査会に送付することになります。なお、くじのシ

ステムは、裁判員候補者予定者の選定に使用したシステムを使用することになります。ま

た、検察審査会では選定された名簿の上位から順に割り当て員数に応じて第１郡から第４

郡までの候補者とみなすことになります。 

  なお、公職選挙法の改正により選挙権年齢が引き下げられ、選挙人名簿に登録されていま

すので、18歳以上の方が検察審査員候補者予定者に選定される可能性があります。ただし、

公職選挙法の一部を改正する法律附則第７条により、当分の間検察審査会事務局は、候補者

名簿を調整した際に翌年１月１日時点で 20 歳未満の者は削除しなければならないことが

定められており、したがって実際の検察審査員は 20 歳以上でないと選任されませんので

申し添えます。 

御承認をいただけましたら、裁判員候補者予定者選出と同様、委員会を代表して委員長に

パソコンの実行キーを押していただき、検察審査員候補者予定者を選定いたします。 

  以上で、議案第 27号『検察審査員候補者予定者の選定について』の説明とさせていただ

きます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

〇 各委員 

  特になし 

 

〇 委員長 

特にないようですので、検察審査員候補者予定者の選定を行います。 

 

*****委員長が選定システムの実行キーを押下***** 

 

〇 委員長 

選定が終わりました。議案第 27号『検察審査員候補者予定者の選定について』は、以上

のとおり決定いたします。 

 

〇 事務局 

委員長には西東京市検察審査員候補者予定者選定規程により選定録への署名をお願いい

たします。選定したデータについては、さっそく裁判所へ送付いたします。 
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なお、選挙管理委員会委員には職務上の守秘義務が課せられており、裁判員裁判、検察審

査会ともに、裁判や審査会の公正さやその信頼を確保するとともに、候補者予定者に対して

は、自由な意見を述べられるようにする等の配慮から、候補者の氏名等は決して外に漏らし

てはなりません。念のため申し添えます。 

 

〇 委員長 

以上で、本日予定の議案等は、全て終了いたしました。 

次に、『その他』に移りたいと思います。事務局から何かありますか。 

 

〇 事務局 

その他の内容について事務局より以下のとおり報告及び確認を行った。 

１ 令和元年年度第３回西東京市議会定例会の日程等について 

   ２ 選挙啓発活動について 

  

〇 事務局 

次回の委員会の開催はいかがしましょうか。 

 

〇 各委員 

10月４日の午前 10時 00分からとしたい。 

 

〇 事務局 

それでは次回の委員会は、令和元年 10月４日午前 10時 00分からといたします。 

事務局からは以上です。 

 

〇 委員長 

事務局からの連絡等は終わりました。 

他になければ、本日の令和元年度第９回西東京市選挙管理委員会を閉会いたします。 

午前 10時２０分  終了 

 

   

以上 



0 

 

 

令和元年度第 9 回西東京市選挙管理委員会 

 

 

日 時 令和元年 9 月 2 日（月） 

                          午前 10 時 00 分から 

会 場 西東京市役所保谷庁舎別棟 

                          選挙管理委員会打合せ室 

 

 

 

議案第 23 号  令和元年 9 月 1 日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）

の決定について 

                             

議案第 24 号  西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について 

 

議案第 25 号  西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

 

議案第 26 号  裁判員候補者予定者の選定について 

 

議案第 27 号  検察審査員候補者予定者の選定について 

 

そ の 他 

 

 

 

【配布資料】  令和元年第３回西東京市議会定例会会期内日程（案） 

 

 



1 

 

議案第 23 号 

 

 

 

令和元年 9 月 1 日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）の決定 

について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和元年 9 月 2 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    

 



2 

 

 



3 

 

議案第 24 号 

 

 

 

西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和元年 9 月 2 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    

  



4 

 

令和元年９月２日付 在外選挙人名簿に登録する者（４人） 

最 終 住 所 氏    名 生年月日 性別 備     考 

東京都西東京市 

 
  女  

東京都西東京市 

 
  男  

東京都西東京市 

 
  男  

東京都西東京市 

 
  男  



5 

 

議案第 25 号 

 

 

 

西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和元年 9 月 2 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    
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令和元年９月２日 在外選挙人名簿から抹消される者（３人） 

最 終 住 所 氏    名 生年月日 性別 備     考 

東京都西東京市   女 

国内の市町村の区域内に住所を定

めた日後４か月を経過する者 

住定日 平成 31年４月 15日 

（東京都） 

東京都西東京市   男 

国内の市町村の区域内に住所を定

めた日後４か月を経過する者 

住定日 平成 31年４月 25日 

（東京都） 

東京都西東京市   女 

国内の市町村の区域内に住所を定

めた日後４か月を経過する者 

住定日 平成 31年４月 25日 

（東京都） 
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議案第 26 号 

 

 

 

裁判員候補者予定者の選定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和元年 9 月 2 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    

  



8 

 

議案第 27 号 

 

 

 

検察審査員候補者予定者の選定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和元年 9 月 2 日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 曽根原 良 仁    

 


